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１ 調査に当たった委員（平成 26 年 3月 20 日～平成 26 年 11 月 14 日） 

 

委 員 長  白 田 信 夫 

副委員長  石 田   進 

（ 委  員  石 川 多 聞 ） ※ 

委  員  葉 梨   衛 

委  員  小 川 一 成 

委  員  川 津   隆 

委  員  本 澤   徹 

委  員  石 井 邦 一 

委  員  神 達 岳 志 

委  員  宮 﨑   勇 

委  員  鈴 木   将 

委  員  設 楽 詠美子 

委  員  飯 田 智 男 

委  員  高 崎   進 

     
※ 石川多聞委員  平成 26年 3月 20 日から平成 26年 8月 12 日まで

委員として在任 
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２ 活動経過（平成 26 年第 4回定例会まで） 
 

時 期 審 議 事 項 等 

１ 
 
 
 
 

４月２４日（木） 
 
 
 
 

○調査方針及び活動計画の決定 
○本県の治安情勢（全体総論） 
○身近な犯罪の状況 
 ・侵入盗の現状と対策 
 ・自動車盗の現状と対策 

２ 
 
 
 
 

５月１６日（金） 
 
 
 
 

○子ども，女性，高齢者に係る犯罪の状況 
 ・児童・高齢者虐待事案の現状と対策 
 ・子どものネット犯罪被害の現状と対策 
 ・ストーカー・ＤＶ事案の現状と対策 
 ・ニセ電話詐欺の現状と対策 

３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６月１６日（月） 
（定例会中） 

 
 

○参考人意見聴取 

 「 ある日突然最愛の娘を奪われて 」 

   ・秋田看護福祉大学 教授   山内 久子  氏 

「 犯罪被害者等への支援について 」 

     ・常磐大学副学長   冨田 信穗  氏 

「 子どもを取り巻くインターネット環境の現状 」 

   ・古河市教育委員会委員長   堤 千賀子  氏 

 「 子ども虐待の実際と予防 」 

   ・筑波大学 人間系長   宮本 信也  氏 

○活動計画の変更決定 

４ 
 
 
 
 
 

６月２７日（金） 
 
 
 
 

 

○参考人意見聴取 

「 特殊詐欺の対策についての提言 」 

・立正大学心理学部対人・社会心理学科 教授   西田 公昭  氏 

「 車両盗難防止装置：貨物車 」 

・いすゞ自動車（株） 電装制御開発部 

電装設計第八グループ シニアスタッフ  雨海 正勝  氏 

５ 
 
 
 

７月２８日（月） 
 
 
 

○県民・民間団体等との連携のあり方 

○防犯インフラ等の各種基盤整備のあり方 

○県民が安全・安心を真に実感できるよう特に推進すべき取り組み 

○生活に身近なところの防犯対策などのあり方 

６ ８月２６日（火） ○報告書（提言）骨子案の協議 

７ 
 

９月２２日（月） 
（定例会中） 

○報告書案の協議 
 

 ９月２５日（木） ○第３回定例会 本会議中間報告 

８ 
 

１１月１１日（火） 
（定例会中） 

○報告書の決定 
  

 １１月１４日（金） ○第４回定例会 本会議報告 
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３ 包括罪種別の刑法犯認知件数の推移 
 

 

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26.3月末 前年比

67,672 64,844 55,633 52,266 47,183 46,087 43,885 42,491 41,312 38,447 36,873 35,055 7,041 -838

指　数 100.0 95.8 82.2 77.2 69.7 68.1 64.8 62.8 61.0 56.8 54.5 51.8 増減率 -10.6%

359 409 397 297 263 190 224 212 191 152 140 147 33 -5

指　数 100.0 113.9 110.6 82.7 73.3 52.9 62.4 59.1 53.2 42.3 39.0 40.9 増減率 -13.2%

1,594 1,778 1,488 1,415 1,508 1,521 1,401 1,358 1,402 1,254 1,342 1,259 300 43

指　数 100.0 111.5 93.4 88.8 94.6 95.4 87.9 85.2 88.0 78.7 84.2 79.0 増減率 16.7%

58,157 53,646 44,158 40,866 36,082 35,880 34,359 32,900 32,440 30,517 29,146 27,623 5,411 -784

指　数 100.0 92.2 75.9 70.3 62.0 61.7 59.1 56.6 55.8 52.5 50.1 47.5 増減率 -12.7%

1,209 1,541 1,887 2,134 1,963 1,597 1,635 1,170 996 969 998 897 216 2

指　数 100.0 127.5 156.1 176.5 162.4 132.1 135.2 96.8 82.4 80.1 82.5 74.2 増減率 0.9%

263 312 263 307 244 216 181 186 201 181 221 196 40 ±0

指　数 100.0 118.6 100.0 116.7 92.8 82.1 68.8 70.7 76.4 68.8 84.0 74.5 増減率 －

6,090 7,158 7,440 7,247 7,123 6,683 6,085 6,665 6,082 5,374 5,026 4,933 1,041 -94

指　数 100.0 117.5 122.2 119.0 117.0 109.7 99.9 109.4 99.9 88.2 82.5 81.0 増減率 -8.3%

風 俗 犯

そ の 他

刑法犯総数

凶 悪 犯

粗 暴 犯

窃 盗 犯

知 能 犯

指数

20

60

100

140

180
凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯

知能犯 風俗犯 その他
刑法犯総数
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４ 茨城県安全なまちづくり条例に基づく広報・啓発等について 
 

「茨城県安全なまちづくり条例（平成 15 年条例第 16 号）」（概要：別添１）に基づき，関係団体

で構成する「茨城県安全なまちづくり推進会議（会長：知事，47 団体）」（概要：別添２）を母体に，

防犯意識の普及・浸透に向けた全県的な広報啓発活動を実施。 

 

《各季の防犯運動》 

○ 県民一人ひとりが犯罪を防止する意識を高め，犯罪の起こりにくい環境づくりに努める

ことを基本に，「鍵かけの徹底」等を運動の重点の１つに掲げ，家や門扉の施錠などの広報

啓発活動を実施 
    （期間を定めて行う運動） 

春の地域安全運動，夏季における犯罪抑止活動， 
     全国地域安全活動，年末における犯罪抑止活動 

（期日を定めて行う運動） 
「ロックの日」街頭キャンペーン，安全なまちづくりキャンペーン 

   ○ 主な活動 
    ・街頭キャンペーンによるチラシや啓発品の配布，被害防止の呼びかけ 
    ・ラジオ広報の実施 

・青色防犯パトロール講習会の実施 
    ・防犯ポスターコンクールの実施 

・地域安全活動に功労のあった団体等の表彰 
 
《構成団体における主な取組》 

   ・会員企業の営業車，マイカー等への防犯ステッカー貼付 
   ・防犯カメラの整備 
   ・自主防犯ボランティア団体への啓発品等提供 
   ・パトロール用品・防犯グッズの斡旋販売 
   ・啓発ポスター掲出 など 
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別添１ 

茨城県安全なまちづくり条例の概要 

 

［施行日］ 

 

  平成１５年４月１日（平成１５年茨城県条例第１６号） 
 
［内容（侵入盗・自動車盗に関係する部分の抜粋）］ 

 

○ 条例の目的（第１条） 

  この条例は，本県における犯罪の発生状況にかんがみ，安全なまちづくりに関し，県，事業

者及び県民の責務を明らかにし，県と市町村，事業者及び県民との連携及び協力の下に推進す

る安全なまちづくりに関する施策の基本となる事項等を定めるとともに，犯罪の防止のために

必要な規制を定め，もって県民が安心して暮らすことができる安全な社会の実現に寄与するこ

とを目的とする。 
 
○ 県，事業者及び県民の責務（第２条～第４条） 

・県の責務・・・・・総合的な施策の策定と実施 
・事業者の責務・・・適切な防犯措置と県の施策への協力 
・県民の責務・・・・自らの安全確保と県の施策への協力 

 
○ 犯罪の防止に配慮した自動車等の普及（第１２条）  

・自動車等の販売業者による犯罪の防止に配慮した自動車等の普及 
 
○ 連携協力体制の整備（第１６条）  

・安全なまちづくりを推進するため，県，市町村，事業者及び県民の連携協力体制を整備（茨

城県安全なまちづくり推進会議） 
 
○ 犯罪の防止のための必要な規制等（H15.7.1 施行）（第１８条，第１９条） 

・ピッキング等に使用される器具の有償譲渡及び使用方法の教授を禁止（１０万円以下の罰金） 
・自動車又は自動車内の財物を窃取する目的で自動車の合い鍵，かね尺，差し金等の器具携帯

を禁止（３月以下の懲役又は３０万円以下の罰金） 
・いわゆるイモビカッター等自動車の原動機を始動させるために使用されるような機器を窃盗

目的で所持，製造，譲渡及び譲渡目的で製造することを禁止（３月以下の懲役又は３０万円

以下の罰金） ※H26.7.1 施行 
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別添２ 

茨城県安全なまちづくり推進会議について 
 

１ 目的 

茨城県安全なまちづくり条例第１６条の趣旨を踏まえ，県，市町村，事業者及び県

民との連携・協力体制を整備するとともに，総合的な防犯活動を全県的に展開するこ

とにより，県民が安心して暮らすことができる犯罪のない安全な社会の実現に資する。 
 

２ 設置 

  平成 15 年７月 1 日  
 

３ 構成 （47 団体） 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事業内容 

・安全なまちづくりのための総合的な活動について，計画を定め推進すること 
・安全なまちづくりに関する情報を収集すること 
・安全なまちづくりに関する情報を交換し，相互の連絡調整を図ること 
・その他目的を達成するために必要な事業 

 

【県・市町村】 
茨城県 
茨城県議会 
茨城県教育委員会 
茨城県警察本部 
茨城県市長会 
茨城県町村会 
【事業者団体】 
(一社)茨城県経営者協会 
茨城県中小企業団体中央会 
茨城県農業協同組合中央会 
茨城県商工会議所連合会 
茨城県商工会連合会 
茨城県駐車場協会 
(社)茨城県建築士会 
(社)茨城県建築士事務所協会 
茨城県コンビニエンスストア防犯協議会 
茨城県ロックセキュリティ協働組合茨城支部 
茨城県自動車盗難等防止対策協議会 
茨城県石油商業組合 
(社）茨城県警備業協会 
(一社)茨城県高圧ガス保安協会 
(一社)茨城県銀行協会 
茨城県信用金庫協会 
茨城県信用組合協会 

【民間団体】 
茨城県学校長会 
茨城県高等学校長協会 
茨城県私学協会 
(社)茨城県専修学校各種学校連合会 
(一社)茨城県私立幼稚園連合会 
茨城県高等学校ＰＴＡ連合会 
茨城県ＰＴＡ連絡協議会 
茨城県特別支援学校ＰＴＡ連絡協議会 
(社福)茨城県社会福祉協議会 
(公財)茨城県老人クラブ連合会 
茨城県自治会連合会 
茨城県子ども会育成連合会 
(公社)いばらき被害者支援センター 
茨城県地域女性団体連絡会 
茨城県交通安全母の会連合会 
(公財）茨城県防犯協会 
(株)茨城新聞社 
(株)茨城放送 
(社)茨城県青少年育成協会 
茨城県青年団体連盟 
(社)日本青年会議所関東地区茨城ブロック協議会 
大好き いばらき 県民会議 
日本労働組合総連合会茨城県連合会 
(公財)茨城県暴力追放推進センター 
 



- 54 - 

５ 電子マニフェストを利用した解体自動車等の不適正輸出対策 

 

 

（１）制度開始の趣旨 

本県では，使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成 14 年法律第 87 号。以下「自

動車リサイクル法」という。）に基づき，自動車解体業者への立入検査等を通じて規制

基準等の遵守を図ってきたところであるが，一部に自動車リサイクル法による自動車解

体業の許可を得ないまま自動車の解体を行っていた例が確認されている。また，盗まれ

た自動車が外国へ不正に輸出されている事例も発生している。 

このようなことから，自動車の無許可解体や不正輸出を防止するため，解体自動車の

輸出申告時に，自動車リサイクル法による電子マニフェストの写し（電子マニフェスト

画面印刷物）の提出を求めることとしたものである。 

なお，このような取組は，全国的には，新潟県(平成 18 年 12 月開始)と小樽市(平成

20 年７月開始)に次いで，本県が３番目に実施したものである。 

 

（２）制度の概要 

解体自動車の全部を製品の原材料として利用するものとして，当該解体自動車を茨城

県内の税関支署・出張所（横浜税関鹿島税関支署，同支署日立出張所，同支署つくば出

張所）に申告して輸出しようとする場合，当該税関に自動車リサイクル法による電子マ

ニフェストの写しを提出してもらうこととした。 

当該税関に電子マニフェスト写しの提出がない場合や盗難車であることが確認された

場合，県警察本部や税関，環境省関東地方環境事務所，当課等の関係機関が連携の上，

必要な措置をとることとした。 

 

（３）制度の開始時期 

   平成 26 年２月１日 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

市町村における児童虐待の予防（母子保健を中心とした取り組み） 

６
 

市
町
村

に
お
け
る

児
童

虐
待

の
予
防

 

乳児家庭全戸訪問事業 
（こんにちは赤ちゃん事業） 

特に 

必 要 な

ケース 

養育支援訪問事業 

市町村要保護児童対策地域協議会 

市町村 

（養育支援訪問事業  

 中核機関） 

進行管理 

（県）妊娠に関する相談窓口 

（看護協会委託） 

望まない妊娠、経済的問

題、若年妊娠等に関する悩

みの電話相談 

相談内容 

連 

携 

（県）・保健師による母親 

グループミーティング 

   ・児童相談所の支援 

-
 
5
5
 
- 
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７ 茨城県要保護児童対策地域協議会の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県要保護児童対策地域協議会 

○設置根拠 児童福祉法第25条の２第１項 

○設置時期 平成24年2月20日 

○調整機関 県保健福祉部子ども家庭課 

○審議事項 

①要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは

特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報

の交換に関すること。 

②要保護児童等に対する支援の内容に関すること。 

③県内市町村要保護児童対策地域協議会の運営支援

等に関すること。 

④要保護児童等の対策を推進するための広報・普及啓

発に関すること。 

⑤要保護児童等の対策の推進に関する広域的な連携

の課題等に関すること。 

⑥その他要保護児童若しくは要支援児童及びその保

護者又は特定妊婦に関し必要な事項に関すること。 

 
＜構成員＞ 

県   …  ※会長：保健福祉部長 

保健福祉部      福祉指導課，障害福祉課，子ども家庭課， 

福祉相談センター，土浦児童相談所， 

                             筑西児童相談所，精神保健福祉センター，

保健所長会の代表 

       総務部     総務課私学振興室  

             病院局     経営管理課 

      教育庁     義務教育課，高校教育課 

警察本部        少年課 

 市町村 … 各児童相談所から推薦された管内市町村児童福祉主管課 

国   … 水戸地方法務局 

福祉関係… 茨城県社会福祉協議会，茨城県民生委員児童委員協議会， 

茨城県児童福祉施設協議会，茨城県里親連合会， 

茨城県保育協議会，茨城県家庭相談員連絡協議会 

医療関係… 茨城県医師会，茨城県歯科医師会，茨城県看護協会 

保健関係… 茨城県臨床心理士会 

教育関係… 茨城県学校長会，茨城県高等学校長協会， 

茨城県幼稚園連合会，茨城県私立幼稚園連合会， 

茨城県ＰＴＡ連絡協議会 

司法関係… 茨城県弁護士会，日本司法支援センター茨城地方事務所， 

茨城県人権擁護委員連合会 

その他 … NPO法人いばらき子どもの虐待防止ネットワークあい 

保健・医療部会 

○要保護児童対策に係る福

祉と医療部門の連携会議

（連携システムの構築） 

・協力基幹病院(９ヶ所)，

各児童相談所等の連携

協力 

・虐待通告に関する取扱い

ガイドラインの改訂等 

・事例検討 

 

教育部会 

○要保護児童対策に係る福

祉と教育部門の連携会議

（保健福祉部と教育庁と

の連携組織） 

・児童虐待の現状等につ

いての情報交換 

・検討を要する課題等に

ついての意見交換          

警察部会 

○要保護児童対策に係る福

祉と警察部門の連携会議

（保健福祉部と警察との

連携組織） 

・虐待事例に係る情報共

有 

・個別事案に関する意見

交換 

・連携課題に関する協議 

地域ネットワーク会議 

○各児童相談所(３児相２

分室)と管轄市町村要保

護児童対策地域協議会の

調整機関との連携会議 

・市町村要保護児童対策

地域協議会間の情報交

換・事例検討 

・要保護児童等の適切な

支援，関係機関の連携

に資する研修 

分科会 

○各児童相談所職員と管内警

察署生活安全課職員との情

報交換  

代表者会議 

○関係機関等の円滑な連携の確保，専門部会及び地域ネットワーク会議の円滑な運営と要保護児童等の対策全般の環境整備 

・要保護児童等の対策全般についての情報交換               →現状と対策，国の動向 

・要保護児童等の支援に関するあり方及び方向性の検討           →実施方針の策定，各機関の現状と活動報告 

・要保護児童等の早期発見,適切な保護に関する広報･普及啓発活動の推進   →11 月の児童虐待防止推進月間の取り組み推進  

・要保護児童等の対策に関する広域的な課題検討と関係機関との連携の推進  →各部会等で出された連携課題の検討 

専門部会合同会議 

構成員数：３６機関 














